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段階別のＶＦＭ評価の実施目的、あり方について 

 

■定性的・定量的側面からの評価によるＰＦＩ導入可否判断例 
 

（１）我が国におけるＰＦＩ導入可否判断例 

・仙台市ＰＦＩ活用指針には、「導入可能性調査の実施承認の段階」、

「調査結果の評価の段階」及び「特定事業の選定の段階」にお

いて、一定の定性的評価を行ったうえで、ＰＦＩ導入適否の判

断を行うことが明記されている（次頁以降に抜粋部分を記載）。 
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（出典：仙台市ＰＦＩ活用指針（第３版）） 
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（２）海外におけるＰＦＩ導入可否判断例 

・イギリスでは、ＶＦＭの評価は以下のような３段階で行われる。 

 

 ①第一段階：プログラムレベル 

 各発注者（自治体）ではなく、所管官庁によって事業類

型毎にＶＦＭの評価を行う。ここでの狙いは、主に、Ｐ

ＦＩがＶＦＭを達成しうるかどうかを初期段階で査定し、

案件毎の適性を指摘することである。 

 

 ②第二段階：プロジェクトレベル（入札前） 

 各発注者（自治体）によって、それぞれの事業について

行う。ここでの狙いは、主に、第一段階で算定されたＶ

ＦＭが、特定のプロジェクトに当てはまり、ＰＦＩが最

適の調達ルートである点について実証することである。 

 

 ③第三段階：調達レベル（入札段階） 

 各発注者（自治体）によって行うもので、競争性が確保

されているかなどが審査の対象となる。ここでの狙いは、

主に、調達過程において競争性が確保されていることを

確認することである。 

 

・評価の内容は、定量的な評価と定性的な評価にわかれる。数値

を比較することのみならず、定性的な面まで考慮したうえで判

断することが重視されている。 

（出典： Value for Money Assessment Guidance（ 2006、 HM 

TREASURY）） 

 


